
税理士試験必修理論対策 相続税法 【2019年度版】 （2018年9月25日 初版 第１刷） 

弊社の書籍をご利用いただき、有難うございます。 

訂正が出ないようにと努力しておりますが以下の通り、誤りが判明致しました。 

お手数をおかけして申し訳ございませんが訂正の上、ご利用下さい。 

2019.5.27 

ページ 訂正箇所 誤 正 備  考 

4 (2)②の２行目 ～場合におけるの⑵①イ(ロ)又はロ(イ)㋺もしくは(ロ)規定の適用～ ～場合における⑵①イ(ロ)又はロ(イ)㋺もしくは(ロ)の規定の適用～ 2018.12.25 

23 (7)の２行目 除く。）をいう。以下同じ。）が、～ 除く。以下同じ。）が、～ （下線部分を削除） 2018.12.25 

72 下から１行目 のうち法施行地に住所を有していた期間の合計が～ 
のうち法施行地に住所を有しなくなった日前15年以内において 

法施行地に住所を有していた期間の合計が～ 
2018.12.25 

83 網枠内②の１行目 ～、①による通知をした場合において、①により相続税を～ ～、①による通知をした場合において、１により相続税を～ 2018.12.25 

109 

119 
３(1)の１行目 １の規定は、その相続税の期限内申告書に～ １の規定は、相続税の期限内申告書に～ （下線部分を削除） 2018.12.25 

148 ８.点線枠内の５行目 ➜ 平成27年１月１日から平成30年12月31日 ➜ 平成27年１月１日から平成29年12月31日 2018.12.25 

3 用語の意義 ①の１行目 ～その相続の開始前において～ ～その相続の開始前15年以内において～ 2019.1.7 

31 ４の１行目 ～に基づき預入等した日から ～に基づき贈与をした日から 2019.2.25 

58 下から３行目 １又は２の適用を受ける者は、～ １又は３の適用を受ける者は、～ 2019.2.25 

109 １の３行目 ～相続税の申告期限が到来する相続又は遺贈に限る。） ～相続税の申告期限が到来する相続又は遺贈による取得に限る。） 2019.4.20 

123 上から10行目 ～の翌日から猶予中贈与税額の全部につき納税猶予 ～の翌日から猶予中相続税額の全部につき納税猶予 2019.5.27 
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